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別紙

自衛隊施設の盛土法面整備に係る追加的な措置について

１．目的

近年、気候変動に伴う豪雨や大型台風等により、全国各地で土砂災害が

増加傾向であり、自衛隊施設等においても頻繁に発生する被害により、部

隊の任務遂行に影響を与えている。

本通知は、法面崩壊が発生する可能性が想定される沢部や谷部等におけ

る盛土法面整備について、追加的な措置を行うことにより、防衛施設及び

周辺地域の安全と自衛隊施設の機能を確保することを目的とする。

２．対象区域等

追加的措置は、土砂災害による影響が懸念される沢部や谷部等における

次の盛土法面工に適用する。

（１）法面崩壊等によって民間住宅等に被害が生じる可能性がある区域

（２）警戒管制施設、情報収集施設、航空機えん体、集中予備電源室、高射

基本施設、火薬庫、燃料タンク、電源施設、通信施設の覆土及び土提の

法面

（３）法面崩壊等によって部隊の任務遂行に支障を及ぼす可能性がある区域

（４）その他、追加的な措置が必要な区域

３．追加的措置の方法

追加的措置の方法については、道路土工などの技術的な指針を参考に設

計を行うとともに、次の追加的な措置を確実に実施するものとする。

（１）排水対策

ア 法面を流下する表面水を適切な排水構造物で処理するとともに、盛

土内への浸透水を積極的に排出するために水平排水層を設置するもの

とする。

イ 沢部や谷部等において盛土を行う場合については、地山からの表面

水や湧水などが盛土内へ浸透することを抑制するために、調査時点で

の湧水等の有無に関わらず、基盤排水層や地下排水溝を設置するもの

とする。

（２）法面保護工

法面の安全性の向上を目的として、構造物による法面保護工（付紙）

による措置を行うものとする。なお、現地の地形等を踏まえ、これによ

り難い場合は、別途考慮するものとする。



（付紙）

構造物による法面保護工

適 用 工 種 目 的

沢部・谷部

盛土高５ｍ未満 ふとんかご工 のり尻部の土砂流出の抑制

じゃかご工

盛土高５ｍ以上 補強盛土工 すべり土塊の滑動力に抵抗

（かご工の併用）

覆土・土提

全ての覆土や土提 補強盛土工 すべり土塊の滑動力に抵抗

※盛土高５ｍ未満の沢部や谷部の盛土法面工であっても、現地の地形等を

踏まえて補強盛土工を適用することができる。


